
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  親族に支出した医療費の医療費控除 

Ｑ：家内の入院費を私が払いましたが、こ

の医療費は、私の医療費控除とすることがで

きますでしょうか？ 

 

Ａ：することができます。 

【解説】 

所得税における医療費控除は、「自己と生

計を一にする配偶者その他の親族に係る医療

費」が対象になりますが、ここでいう医療費

とは、その医療費を支出すべき事由が生じた

時又は現実に医療費を支払った時の現況にお

いて、その医療費を支払った者と生計を一に

する配偶者その他の親族に係る医療費でなけ

ればならないこととなっています。 

したがって、あなたが配偶者の医療費を支

払ったということであれば、その医療費は、

あなたの医療費控除の対象とすることができ

ます。 

なお、この場合の生計を一にするとは、必

ずしも同一家屋内に起居を共にしている場合

に限らず、同居していない親族間であっても、

生活費の送金が常に行われているような場合

は、生計を一にしているものとして認められ

ることとなっています。 

ちなみに、生計を一にする親族は、扶養親

族や配偶者控除の対象になる者に限られてい

ませんので、所得がある場合や生計を一にす

る他の所得者の扶養親族等とされているよう

な場合でも、生計が一である限り、認められ

ることとなっています。 
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